
令和８年度 学校業務員（木製品製作補助）募集要項 

 

この採用選考は、板橋区が採用する学校業務員（木製品製作補助）の候補者を決定するために実施するもの

です。 

 

１ 職種・採用予定者数等 

職種 採用区分 予定者数 勤務時間 勤務形態 

学校業務員 

（木製品製作補助） 
会計年度任用職員 １名 1 日 6 時間 45 分 月 16 日以内 

 

2 勤務場所 

加賀中学校内、加賀作業所 

板橋区加賀２－19－１ 

（都営三田線板橋本町駅 徒歩 15 分、JR 埼京線十条駅 徒歩 10 分） 

 

３ 職務内容 

  木製品等の製作・修繕補助（木材・木製品の塗装、学校への搬入・設置補助等） 

 

４ 募集対象者（資格等）  

年齢、性別を問わず、 

・学校の教育活動に理解のある方 

・地方公務員法第 16 条（欠格条項）の各号のいずれにも該当しない方 

第 16 条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しく

は選考を受けることができない。 

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第 60 条から第 63 条までに規定する罪を犯し、刑に処せら

れた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

５ 任用期間 

令和８年４月 1 日から令和９年 3 月 31 日まで ※条件付採用期間あり（原則１か月） 

 

６ 選考内容 

(1) 選考方法 

  選考申込書及び面接 

  ※面接選考の詳細は、申込者に対して別途連絡します。（面接は２月中旬に板橋区役所において実施す

る予定です。） 

  ※申込書は返却しません。   



(2) 選考結果発表 

  申込者全員に、令和８年２月末に通知書を発送予定 

※内定者（合格者）には、任用の手続きをお知らせします。 

 

７ 申込手続き 

申込期間 令和８年１月 9 日（金）から令和８年１月 30 日（金）まで 

申込方法 上記期間内に、次の書類を新しい学校づくり課学校施設係へ直接持参又は郵送で提出して

下さい。 

(1) 選考申込書 

(2) １１０円切手を貼った返信用封筒【長形 3 号（120×235 ミリ）に、郵送先（自宅等）

の郵便番号、住所及び氏名を記載】 

■持参申込の場合：土、日曜日及び祝日を除く 

午前 8 時 30 分から午後 5 時 00 分まで  

■郵送申込の場合：期間内到着分のみ受付《必着》 

封筒表面に「採用選考（学校業務員）申込書在中」と朱書きし、郵送してください。 

※ 簡易書留によらないものの事故については、責任を負いません。 

申込先 〒173-8501  東京都板橋区板橋２－66―１ 

 板橋区教育委員会事務局 新しい学校づくり課 学校施設係あて  

℡ （０３）３５７９―２６０８(直通) 

 

８ 勤務条件 

(1) 報 酬    時給 1，518 円（地域手当含む） 

勤務日数に応じた額を、原則として翌月 15 日に金融機関口座に振り込みます。 

         ※採用されるまでに給与改定が行われた場合には、その額によります。 

※通勤手当支給（交通機関等を使用して通勤する場合。通勤距離、通勤方法等に一定の

制約があり、支給されない場合もあります。） 

※期末手当支給（年２回） 

(2) 勤務日    原則として月 16 日以内です。 

(3) 勤務時間   １日６時間４５分（原則８時 15 分～16 時 00 分 休憩 1 時間を含む) 

(4) 時間外労働  なし 

(5) 週休日    土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日） 

(6) 休暇等    年次有給休暇、夏季休暇、慶弔休暇等が設けられています。 

(7) 加入保険   健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入 

(8) 公務災害補償 公務上の災害又は通勤による災害については、所定の手続きの後、認定された場合に補

償されます。 

  

◎この選考に関するお問い合わせ先 

板橋区教育委員会事務局 新しい学校づくり課 学校施設係  

板橋区役所本庁舎 北館６階 （１２番窓口）  電話（０３）３５７９－２６０８ 


